
志をもち、立ち向かう冬休み R６.12 

岐阜市立島中学校 

 いよいよ冬休みが始まります。冬休みは生活を大切にしつつ、学習に力を入れてほし

いと思います。冬休みのような長期休暇は、学校に行く機会がないため、サボろう

とすればどれだけでもサボることができます。どれだけ自分を律し、自己の向上の

ためにどれだけ努力できるかが大切になります。だから、この冬休みは自分と向き

合い、目標を立てて自分を鍛えてください。自分を鍛えるというのは、自分の進む

べき道（進級、進学、就職、等）の中でどれだけ自分が頑張っていけるのかの、土

台を作るためでもあるのです。それが、自分の成長につながっていきます。 

具体的には、「規則正しい生活を送るために、授業のあるときと同じ○時に起床する」「自主学習ノートを○冊やりき

った」「○冊、本を読んだ」「毎日、家族のために家の仕事を手伝った」など、頑張ると決めたこと＝志

（目標）をもって、自分を鍛え課題に立ち向かう生活を送りましょう。 

 

○規律ある生活を送ろう → 健康・安全に気をつけ、生活をくずさない。 

① 自分で決めた日課表にもとづき、起床時刻・学習開始時刻・就寝時刻の３つの時間を守ろう。 

② 朝食をきちんと食べるなど食生活に気を配り、健康管理に努めよう。 

③ 外出するときには「行き先・帰宅予定時刻」などを保護者に伝えて出かけよう。 

④ ルールや約束をきちんと守り、責任ある行動をしよう。 

 

○活力ある生活を送ろう → 具体的な「目標」をもって生活する。 

① 自分で立てた計画にそって、根気よく学習に取り組むようにしよう。個別懇談での先生との話や後期中間テスト

の取組・結果などを参考にして冬休みの学習計画を立て、実力テストや期末テストに向けて計画的に学習しよう。 

② 健康づくりにも進んで取り組み、心身を鍛えよう。部活動やクラブ活動があるときは、積極的に参加

できるようにしよう。 

③ 自分にあった体力づくり、読書、ボランティア活動など、自分で課題を決

めて、毎日続けて取り組んでみよう。 

※地域ボランティアに５回以上参加した生徒は表彰の対象となります。 

 １，２年生のＣＶＳカードの回収は１月中旬です。 

 

○家族・地域の一員として、生活を送ろう → 仕事を担い、ふれあう。 

① 家族の一員として、家庭での仕事を決め、責任をもってやりきろう。 

② 家族や地域の方とふれあう場や時間を多くもとう 

 

 

 

 

 



 

★もしもの時の窓口 ～ 自分の悩みや周りで悩んでいる仲間について相談してください ～ 

□自分一人で困ったとき、悩んだとき、誰にも相談できずに困ったとき 

【 ＬＩＮＥ相談開設 】 ※中学、高校、特別支援学校（中学部・高等部）の生徒のみ 

◇「中高生ＳＮＳ相談＠岐阜２０２４」 

(相談期間 ：１月５日（日）から１月１４日（火）の１７:００～２２:００※最終受付 ２１：３０) 

 

【 いじめ・不登校・学習・進路等についての相談電話 】 

◇24時間子どもＳＯＳダイヤル  ： ０１２０－０－７８３１０《夜間・休日・祝日全２４時間体制》 

◇教育相談ほほえみダイヤル ： ０１２０－７４５－０７０《月～金 ９：３０～ １ ６ ： １ ５ （祝日は除く）》 

 ◇子どもホッとダイヤル   ： ０１２０－４３－１４７４《２４時間対応》 

 ◇子どもホッとメール   ： gifu43izime-nashi@soleil.ocn.ne.jp 《メールの返信は、平日8:45～17:30》 

 

□事件・事故等についての連絡先 

【 事件・事故があった場合は警察に連絡 】※１１０番通報してください。 

最寄りの警察署の生活安全課 

 岐阜北警察署 ： ０５８－２３３－０１１０ 

※警察に連絡後、島中学校にも連絡してください。   

島中学校  ： ０５８－２３２－４１４１ 《８：１５ ～ １６：４５》 

 

【 学校に連絡が取れない場合の緊急時対応電話 】 （岐阜市教育委員会） 

◇ 昼間 ０５８－２１４－２３２５  （学校安全支援課 生徒指導係）《８：１５ ～ １６：４５》 

◇ 夜間 ０８０－１５９９－３９７０ （夜間担当者） 

 

□冬休み明けの登校が心配なとき 

【 ここタン「聞いてほしい」 】 

◇冬休みも君たちの心が元気でいられるように、ここタンを行います。 

  入力期間は １月６日（月）８：１５～１３：００ です。 

  冬休み明けの登校に心配事がある人は、ここタンの聞いてほしいボタンを押してください。 
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１ 自転車も交通ルールを守る 

(1)自転車の交通事故は、被害者になることだけでなく、加害者になることもありますので、十分気を

つけましょう。 

(2)交差点では一旦停止し、車や歩行者がいないか必ず確認しましょう。 

(3)車がいるところを通行する場合は、運転手が自分に気づいていることを確認するため、運転手とア

イコンタクトを取りましょう。 

(4)並列通行、二人乗り、スマホ等やイヤホンを使用しながらの運転及び傘差し運転は、道路交通法の違

反ですのでしてはいけません。 

(5)自分の存在を周りに知らせるため、ライトを点灯しましょう。 

(6)自転車利用者は、ヘルメットの着用の努力義務があります。命を守るヘルメットを着用しましょう。 

(7)事故に遭遇した場合は、すぐに警察（１１０番）や消防・救急（１１９番）に連絡しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 夜間の外出はしない 

・ 県の青少年健全育成条例で禁止されており、深夜の外出は補導対象となります。 

※夜間は凶悪犯罪が増えます。自分で「いのち」を守れるように。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「闇バイト」しない・させない 

・SNS やインターネット上の掲示板における「高額報酬」「即日現金」「高額即金」「書類を受け取

るだけ」「現地調査」「ホワイト案件」といった誘い文句で、犯罪に加担させようとする『闇バイ

ト』には、注意をして下さい。 

・申込時に、匿名性の高いアプリ（Telegram や Signal 等）のインストール

を求められる場合は要注意です。 

・闇バイトは、「バイトの登録」「身分確認」として学生証やマイナンバー

カード等の身分証を写真に撮って送るように指示され、個人情報を要求し

てきます。自分の個人情報を安易に伝えないようにして下さい。 

・個人情報を送った後に、そのアルバイトが犯罪行為であることが分かり、

「住所はわかっている」「家族がどうなるかわからない」「インターネッ

トで画像をばらまく」「学校に言うぞ」といった脅しにより犯罪に加担さ

せられます。 

・怪しいと感じたら、すぐに身近な大人（保護者、学校の先生等）や友人、

警察等に相談するようにして下さい。 

【岐阜県青少年健全育成条例】（深夜外出の制限） 第２８条  

保護者は、深夜（午後１０時から翌日の午前４時までの間をいう。以下同じ。）にその

監護に係る青少年を外出させないように努めなければならない。ただし、自ら同伴し、又

は成年者に委託して 同伴させる場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 

【道路交通法】（携帯電話等使用等）第７１条  

自動車、原動機付自転車又は自転車（以下この号において「自動車等」という。）を運

転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自

動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り

付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 

（自転車の運転者等の遵守事項）第６３条 

 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。 



 

４ 以下の場所への立ち入りはしない（保護者同伴の場合を除く） 

・ ゲームセンター、パチンコ店等の遊戯施設…(1)、ビリヤード…(2)、 

カラオケボックス…(3)、インターネットカフェ…(4)への入店は、 

保護者同伴で、子どもだけでは行かない。 

※ 県の青少年健全育成条例で深夜（午後１０時から翌日の午前４時までの間）の入場は禁止されて

いるため、補導対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事件や事故に巻き込まれないために 

(1)薬物乱用、万引き、暴力行為、無免許運転、喫煙、飲酒、深夜徘徊等は、全て違法ですので、しては

いけません。特に、覚醒剤、大麻や危険ドラッグは、心身を滅ぼす危険な薬物であるため、絶対に

手を出してはいけません。危険な誘いに対して、はっきり「ＮＯ！」と言う。 

(2)不審者に出会ってしまった場合は、大声を出して逃げてください。その際、周りに助けを求めまし

ょう。「子ども１１０番の家」の人に助けを求めることもできます。 

(3)ＳＮＳ等で見知らぬ人と会ったり、安易に画像を投稿したりすると事件に巻き込まれたり、自身が

加害者になる可能性もあります。SNS の利用には、十分注意をして下さい。 

(4)スマートフォンやタブレット端末などを利用したＳＮＳでの軽はずみな行動が自分も周りも傷つけ

たり、違法行為につながったりします。正しい知識でしっかり判断できるようにしましょう。 

インターネットや携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・通信

ゲーム等の利用の仕方を各家庭でもう一度話し合い、被害者

にも加害者にもならないように気をつけましょう。 

 

 

【岐阜県青少年健全育成条例】（深夜における施設への入場の制限）第３０条 

次に掲げる営業（風適法第２条に規定する風俗営業等に該当するものを除く。）を営む者は、 保護者

同伴の場合を除くほか、深夜において当該営業を行う施設に青少年を入場させてはならない。 

 (1) 硬貨又はメダルを投入することによって作動する遊技機を設置して、客に遊技をさせる営業  

(2) 設備を設けて客に玉突きを行わせる営業 

(3) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱をさせる営業  

(4) 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用を行わせる営業 

（図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館を除く。）  



生徒および保護者の皆様へ

岐阜県教育委員会

ひとりで悩まないで。

一緒に、考えましょう。
あなたが悩んでいることをしっかり聞いて、

どうするのがあなたにとって一番良いのか、一緒に考える 相談窓口をご紹介します。

○ あなたの悩み事に一番良い相談窓口を紹介することもできます。

○ １回の相談はおおむね１時間までを目安にします。

☆いじめ、不登校、学習、進路、友だち、親子関係、人権に関すること等の相談

ＳＮＳを活用して「中高生ＳＮＳ相談＠岐阜２０２4」を期間限定で開設します。

相 談
対象者

相 談
期 間

中学校、義務教育学校（後期課程）、高等学校、

特別支援学校（中学部・高等部）の生徒のみ

変更になる
場合が
あります

 Ⅰ期：令和６年５月５日（日）～５月１４日（火）の１７時～２２時（１０日間） 終了

 Ⅱ期：令和６年８月２１日（水）～９月３日（火）の１７時～２２時（１４日間） 終了

 Ⅲ期：令和７年１月５日（日）～１月１４日（火）の１７時～２２時（１０日間）

 Ⅳ期：令和７年３月２２日（土）～３月３１日（月）の１７時～２２時（１０日間）

（最終受付時間は２１時３０分まで）

◆右の「登録用 ＱＲ コード」を携帯等の端末で読み込んで友達登録してください。

◆うまくつながらない場合は、下の電話相談窓口を利用してください。

どんな小さなことでも
気軽に相談してね

以下の相談窓口は、年間を通して開設しています。

教育相談ほほえみダイヤル電 話

☆いじめ、不登校、学習、進路、友だち、親子関係、人権に関すること等の相談

相談対象 小学生から高校生までの児童生徒とその保護者等です。

月～金曜日 ９：３０～１６：１５
（祝日、年末年始は除きます）

「子供ＳＯＳ２４」 （夜間・休日・祝日を含めた２４時間体制）電 話

☆いじめ、不登校、学習、進路、友だち、親子関係、人権に関すること等の相談

フリーダイヤル（無料）

携帯電話からでもつながります。 ０１２０－０－７８３１０

フリーダイヤル（無料）

携帯電話からはつながりません。 ０１２０－７４５－０７０

中高生ＳＮＳ相談＠岐阜２０２4
ＳＮＳ
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